
公益財団法人綿貫国際奨学財団
2022年度奨学生募集要項

I. 奨学金制度の概要

1. 支給金額

学費及び生活費として、下記の金額を支給する。
月額150,000円

2. 奨学期間

①新規採用の場合は、原則1年間(4月～翌年3月）とする。
②継続 ・ 延長申請を認めた場合は、①と併せ最長3年間の受給を認める場合もある。

3. 申請者の区分

申請者は下記のように区分する。

①新規申請者…財団の奨学金を受給したことの無い者。
②継続申請者 …現在当財団の奨学生および以前、当財団の奨学金を受けたことのある者で

継続を希望する者。
③延長申請者 … 1 年以内に指導教官から博士号取得の見込みがある旨の推薦を受けた現奨学

生について、6ヶ月程度の延長を認める場合がある。（オーバードクターの際）

4. 支給停止等の要件

下記のいずれかに該当する場合は、奨学金の支給を停止、又は奨学生の資格を失う。
①当該大学の学籍を失ったとき。
②病気その他の事由により、修学・研究を継続する見込みのないとき。
③学業成績不良、又は指導教官から修学・研究の継続に不適格と認められたとき。
④応募書類等に虚偽の記述が認められたとき。その他、当財団の奨学生として、ふさわしく

ない素行のあったとき。
⑤その他の異動により、応募資格に該当しなくなったとき。

5. 奨学金支給時期
6 月 25 日頃 (4 か月分）
8 月 25 日頃 (2 か月分）

1 0 月 25 日頃 (2 か月分）
1 2 月 25 日頃 (2 か月分）

2 月 25 旬頃 (2 か月分）
;· 

※申請を希望する者は、応募書類を準備の上、２０２１年１１月１６日正午までに
農学部・農学研究科教務係に提出のこと。

※総長特別奨学生で採用された場合、受給期間中（２０２２年度前期～）の授業料免除申請はできません。



・既に他の奨学金について受給が決定している者および本学より推薦中の者
は選考の対象外
・令和４年4月１日現在で大学院に正規生として在籍する者。
　※留年したことがある学生については理由をとわず応募不可
・日本語によるコミュニケーションに支障のない者。
・年２回の「奨学生の集い」に参加すること。奨学金終了後も財団の交流を
継続すること

①②はエクセルデータでの提出

※推薦大学所轄部名欄は留学生課で記入

⑧在学証明書（または合格通知書の写し）

※現課程および前課程のもの。成績評
価係数算出方法を参照の上、計算した
値を鉛筆書きで記入してください。






